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南海トラフ地震に関連する情報発表時の対応マニュアルについて 

 

 日頃は、学校教育にご理解ご協力をいただき、まことに有難うございます。 

さて、現在、南海トラフ地震はいつ発生してもおかしくない状況にあります。そこで気象庁

は、「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応のあり方について（報告）」をふま

え、平成２９年１１月１日から新たに「南海トラフ地震に関連する情報」の運用を開始して

います。国の「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の結果により、臨時情報の種別

として、①「調査中」、②「巨大地震注意」、③「巨大地震警戒」、④「調査終了」のいずれ

かが発表されます・ 

 

 つきましては、「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」又は「南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震警戒）」が発令された場合の対応を下記のように定め、生徒への安全指導を

徹底したいと思います。保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます 

 

記 

 

地震情報における生徒の登下校の指導ならびに授業の実施について 

 

１．始業前に、②南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）、または③南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震警戒）が三重県に発表されている場合 

 

（１）原則として、生徒は自宅待機し、登校させないで下さい。ただし、②の場合において、

状況に応じた対応となる場合があります。 

 

（２）上記の②または③が、午前１１時までに解除された場合は、解除の２時間後に授業を

始めるので、注意して登校して下さい。その場合、本校の連絡網（きずなネット等）を

通じて、各家庭に連絡します。 

（ア）ただし、道路や橋などの周辺状況により、登校に危険が予想される地区について

は、自宅待機して、学校よりの指示を待って下さい。 

（イ）登校途上において、再度②または③が発表された場合は、保護者は地区委員と協

力して生徒を各家庭へもどらせて下さい。 

 

（３）午前１１時においても、②または③が解除されない場合は、その日の授業は取りやめ

ます。その場合、本校の連絡網（きずなネット等）を通じて、各家庭に連絡します。 

 ※ 警報の解除は、テレビ・ラジオ等の気象庁からの気象通報によります。 



 

２．始業後に、②南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）、または③南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震警戒）が三重県に発表されている場合 

 

（１）原則として授業を中止し、生徒を速やかに下校させます。 

 

（２）ただし、道路や橋などの周辺状況により、安全に帰宅させることが困難と予想される

地区については、学校に待機して保護者と連絡を取り、適切な措置を行います。 

 

３．地震情報の地域的差異、学校の置かれている諸条件から判断して、以上の措置が適切で

ない場合は、その都度適切な措置を講じます。 

 

＊ お願い 

 ◎ このような非常時におきましては、地域を熟知されている保護者やＰＴＡ地区委員の

皆様にご協力をお願いすることもあります。よろしくお願いします。 

 

 ◎ 通学時における悪天候時の危険場所については、学校でも気をつけておりますが、新

たに気づかれた箇所がありましたら、その都度ご連絡ください。 

 

 ◎ 学校よりの指示連絡は、連絡網（きずなネット等）により連絡致しますので、個人的

な学校への問い合わせは避けて下さい。 

   非常時には電話回線のパンクが予想されます。ご協力お願いします。 

 

 ◎ 南海トラフ地震関連の解説資料や発表情報などの詳しい情報は、下記のインターネッ

トサイトなどを参考にして下さい。 

気象庁 南海トラフ地震関連情報 

https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nteq/index.html 

 

 

・学校においても適確な情報を収集し、できる限り迅速な指示が出せるように努め、 

「きずなネット」や「ホームページ」のトップに表示するようにいたします。 

         

ホームページアドレス  http://www.nabari-mie.ed.jp/j-minami/ 

 

 ◎ この文書はご家庭の目に付きやすいところに保管していただき、該当する時にいつで

もご確認していただけますようお願いします。 

 


